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   第３章 勤務時間、休日等 

 

    第１節 通則 

 

 （職員勤務時間等規程との関係） 

第３５条 職員の勤務時間、休日等、育児又は家族介護を行う職員の勤務、休暇、女性

に関する措置及び休業については、この章から第６章までに定めるもののほか、独立

行政法人国立病院機構職員勤務時間等規程（平成１６年規程第１９号。以下「職員勤

務時間等規程」という。）の定めるところによる。 

 

    第２節 勤務時間 

 

 （勤務時間） 

第３６条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、１日について７時間４５分、１週間に

ついて３８時間４５分とする。ただし、短時間勤務職員の勤務時間は、次の各号のと

おりとする。 

一 第７０条の５第１項第４号の規定に基づき採用される医師の勤務時間は、休憩時

間を除き、１週間について３５時間までの範囲内で、任命権者が定める時間 

二 再雇用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、１週間について１６時間

から３２時間までの範囲内で、任命権者が定める時間 

２ 所属長は、職員の勤務時間について、業務上前項の規定により難いときは、当該規

定にかかわらず、４週間を平均した場合の勤務時間が１週間について３８時間４５分

（短時間勤務職員にあっては、１週間について前項の規定により任命権者が定める時

間）となるように、特定の日又は特定の週につき、当該規定による勤務時間を超え、

又は満たさないように定めるものとする。 

３ 前項の規定による特定の日における勤務時間の延長又は短縮は、別表第１に掲げる

勤務の種類ごとに、これらに適用される同表の「始業時刻及び終業時刻」欄に掲げる

勤務の範囲内において行うものとする。 

４ 前２項の規定による特定の日における１回の勤務時間は、１６時間を超えない範囲

内において定めるものとする。 

 

 （勤務の種類並びに始業時刻及び終業時刻） 

第３７条 前条の規定による勤務時間の割振りに用いる勤務の種類並びにこれに対応す

る始業時刻及び終業時刻は、別表第１に基づき所属長が定めるところによる。 

 

第３８条 削除 

 



    第３節 休憩時間 

 

 （休憩時間） 

第３９条 職員の勤務時間に対する休憩時間（以下「休憩時間」という。）は、勤務時

間が６時間を超える場合は１時間、８時間を超える場合は１時間１５分、１２時間を

超える場合は１時間４５分とする。ただし、６時間以下の場合で、所属長が必要と認

めるときには、３０分を限度として与えることができる。 

 

 （休憩時間の付与方法） 

第４０条 休憩時間は、勤務時間の途中に設けるものとし、その位置は、所属長があら

かじめ指定する。 

２ 職員は、あらかじめ指定された休憩時間の開始時刻に至ってもなお業務が継続し、

又は休憩時間中に業務が発生した場合において、他にこれを処理する他の職員がいな

いときの休憩時間の取扱いは、そのために与えられなかった部分の休憩時間は、その

後の勤務時間中においてこれに相当する時間と振り替えて与えられるものとする。 

 

 （休憩時間の連絡体制） 

第４１条 休憩時間は、勤務時間に含まれないが、職員は緊急時等に備えて連絡がとれ

るようにしておくものとする。 

 

    第４節 休日 

 

 （休日） 

第４２条 所属長は、原則として４週間を通じて８日（短時間勤務職員にあっては、８

日以上）の休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）を指定するものと

する。 

２ 所属長は、業務上前項の規定により難いときは、当該規定にかかわらず、４週間を

通じて４日以上の休日を指定することができる。 

 

    第５節 勤務表並びに勤務の指定 

 

 （勤務表） 

第４３条 勤務の種類並びに始業時刻及び終業時刻、休憩時間、休日、勤務の種類の組

合せについては、勤務表において定めるものとする。 

２ 各職員の休日並びにその各勤務日における勤務の種類の指定（以下「勤務の指定」

という。）は、４週間を単位として勤務表において行うものとし、原則として当該期

間の開始日の５日前までに関係者に周知するものとする。 

３ 前項の規定による最初の４週間ごとの期間の起算日は、平成１６年４月１日とする。 

４ 新規採用者、転入者、復職者等であって第２項の規定により難い者に対する勤務の



指定は、同項の規定にかかわらず所属長が実情に応じ適宜行うものとする。 

５ 平常における勤務日の始業時刻及び終業時刻等がおおむね一定で、原則として固定

して定められている者については、勤務表に代え掲示等により第１項に規定する事項

を周知することにより勤務の指定を省略することがあるものとする。 

 

 （勤務の指定の変更） 

第４４条 勤務の指定は、所属長が次の各号の一に該当すると認めた場合には、その一

部又は全部について変更することがあるものとする。 

一 欠務の発生若しくは業務輻輳の場合又は急速に処理することを要する業務がある

場合において、人員の繰り合わせ上必要があるとき。 

二 手術その他患者に対する処置を施すために必要があるとき。 

三 業務に関し、各種の会議、研究会又は研修等への参加のため必要があるとき。 

２ 前項の規定による勤務の指定の変更は、その勤務の直前の勤務日までに、当該職員

に対し、その後の予定変更とあわせて通知するものとする。ただし、緊急やむを得な

い場合はその限りではない。 

３ 第１項の規定による勤務の指定の変更により休日の振替が行われる場合には、その

休日は同日を含む前条第２項の期間内において他の日に振り替えて指定するものとす

る。 

 

    第６節 祝日等の勤務等 

 

 （祝日等の勤務） 

第４５条 職員は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日（以下「祝日法による祝日」という。）には、特に勤務することを命ぜられる者

を除き、勤務することを要しない。１２月２９日から翌年の１月３日までの日（祝日

法による祝日を除く。以下「年末年始の休日」という。）についても同様とする。 

 

 （祝日代休） 

第４６条 所属長は、職員に祝日法による祝日又は年末年始の休日（以下「祝日」とい

う。）である勤務日等（第３６条、第３７条、第４３条及び第４４条の規定により勤

務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。）にその割り振られた勤務時間の全部に

ついて特に勤務することを命じた場合には、当該祝日前に当該祝日に代わる日（以下

「代休日」という。）として、当該祝日後の勤務日等（祝日を除く。）を指定するこ

とができる。 

２ 前項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた祝日を起算日とする８

週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該祝日に割り振られた勤務時間と同一の時

間数の勤務時間が割り振られた勤務日等（祝日を除く。）について行わなければなら

ない。 

３ 所属長は、代休日の指定後であっても、臨時又は緊急の業務のため、当該日に勤務



を命じる必要性が生じた場合は、勤務させることができる。 

 

    第７節 時間外勤務、休日の勤務及び宿日直勤務等 

 

 （時間外勤務及び休日の勤務） 

第４７条 所属長は、業務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、次の各号に規定

するところにより職員に対して時間外勤務を命じ又は休日に勤務を命ずることがあ

る。 

一 労基法第３６条の規定による協定を締結したときは、その協定の定めるところに

よる。 

二 労基法第３３条第１項の規定に該当する場合において、労働基準監督署に所定の

手続をしたときは、その規定の定めるところによる。 

２ 前項の規定により時間外勤務又は休日に勤務することを命ぜられた職員は、当該勤

務の終了後、所属長が定める様式により、当該勤務の内容及び時間を速やかに所属長

に申告しなければならない。 

 

 （代替休暇） 

第４７条の２ 所属長は、労基法第３７条第３項の規定による協定を締結したときは、

その協定の定めるところにより、超過勤務手当の一部の支給に代えて、休暇を付与す

ることができるものとする。 

 

 （時間外勤務及び休日の勤務の特例） 

第４８条 管理職員（給与規程第５３条第２項に規定する職員をいう。以下同じ。）は、

第４７条の規定にかかわらず、時間外勤務を命ぜられ、又は休日に勤務を命ぜられる

ことがある。 

２ 前項の規定により時間外勤務（午後１０時から午前５時までの間のものに限る。）

又は休日に勤務することを命ぜられた管理職員は、当該勤務の終了後、所属長が定め

る様式により、当該勤務の内容及び時間を速やかに所属長に申告しなければならない。 

 

（出勤の時刻と勤務の開始時刻との間及び勤務の終了時刻と退勤の時刻との間に生じ

た時間の乖離の理由の申告） 

第４８条の２ 職員は、所属長が定める様式により、出勤した時刻と勤務（第４７条第

１項の規定により時間外勤務又は休日の勤務を命ぜられた職員は当該時間外勤務又は

休日の勤務。以下この項において同じ。）の開始時刻との間及び勤務の終了時刻と退

勤した時刻との間に生じた時間の乖離（理事長が定める時間未満である場合を除く。）

の理由を遅滞なく所属長に申告しなければならない。 

２ 前項の規定は、管理職員に準用する。この場合において、「第４７条第１項」とあ

るのは「第４８条第１項」と、「理事長が定める時間未満である場合を除く。」とあ

るのは「休日の勤務においては、理事長が定める時間未満である場合を除き、休日以



外の日の勤務においては、当該乖離のうち午後１０時から午前５時までの間に生じた

ものが、理事長が定める時間未満である場合を除く。」と読み替えるものとする。 

 

（職員の勤務時間等の確認） 

第４８条の３ 所属長は、職員（管理職員を含む。以下この条において同じ。）の勤務

時間を適正に把握するため、職員の勤務日ごとに、第１０条の規定により記録された

職員の出勤の時刻及び退勤の時刻、第４７条第２項及び第４８条第２項の規定により

申告された職員の時間外勤務又は休日の勤務の内容及び時間、前条第１項及び第２項

の規定により申告された職員の出勤した時刻と勤務の開始時刻との間及び勤務の終了

時刻と退勤した時刻との間に生じた時間の乖離の理由その他職員の勤務時間を適正に

把握するために必要な情報を確認しなければならない。 

 

 （権限の委任） 

第４８条の４ 第４７条第１項及び第４８条第１項に定める時間外勤務及び休日の勤務

を命じる権限は、所属長が別に定めるところにより、その一部を職員に委任すること

ができる。 

 

 （宿日直勤務） 

第４９条 所属長は、職員に対し、宿日直勤務を命ずることがある。 

 

第５０条 削除 

 

 （出張及び研修中の勤務時間） 

第５１条 職員は、その出張（職員が日常の業務を離れて受講する研修（以下「職場外

研修」という。）を除く。）の期間中、第３６条に規定する勤務時間（以下「正規の

勤務時間」という。）を勤務したものとみなす。ただし、出張目的地において、正規

の勤務時間数を超えて勤務することを命ぜられて勤務した場合は、時間外勤務とする。 

２ 職場外研修中の職員は、その研修期間中、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。 

 

   第３章の２ 育児又は家族介護を行う職員の勤務 

 

 （定義） 

第５１条の２ この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

一 早出遅出勤務 職員が、その子（民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の

２第１項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組

の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に

係属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の４



第２号に規定する養子縁組里親（以下「養子縁組里親」という。）である職員に委

託されている児童及び児童の親その他の同法第２７条第４項に規定する者の意に反

するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができ

ない同法第６条の４第１号の規定による養育里親（以下「養育里親」という。）で

ある職員に、同法第２７条第１項第３号の規定により委託されている者を含む。以

下同じ。）を養育するために、又はその要介護状態にある対象家族を介護するため

に１日の勤務時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げ

てする勤務をいう。 

二 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、２週間以上の

期間にわたり日常生活を営むのに支障がある状態をいう。 

三 対象家族 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。以下同じ。）、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫

並びに職員と同居している父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び

配偶者の子をいう。 

四 要介護者 要介護状態にある対象家族をいう。 

五 家族 対象家族及びこれら以外の同居の親族をいう。 

六 深夜勤務 深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）

における勤務をいう。 

七 時間外勤務 第４７条又は第４８条に規定する勤務をいう。 

 

 （育児又は家族介護を行う職員の早出遅出勤務） 

第５１条の３ 所属長は、次に掲げる職員がその子を養育するために早出遅出勤務を請

求した場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早

出遅出勤務をさせるものとする。 

一 小学校就学の始期に達するまで（満６歳に達する日以後の最初の３月３１日まで

をいう。以下同じ。）の子のある職員 

二 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子の

ある職員であって、職員勤務時間等規程に定める職員 

２ 前項の規定は、要介護者のある職員について準用する。この場合において、前項中

「次に掲げる職員」とあるのは「要介護者のある職員」と、「その子」とあるのは「当

該対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。 

 

 （育児又は家族介護を行う職員の深夜勤務の制限） 

第５１条の４ 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職員の配偶

者で当該子の親（当該子について民法第８１７条の２第１項の規定により特別養子縁

組の成立について家庭裁判所に請求した者又は児童福祉法第２７条第１項第３号の規

定により養子縁組里親として委託されている者若しくは児童の親その他の同条第４項

に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を

委託することができない者であって、同条第１項第３号の規定により養育里親として



当該児童を委託されている者を含む。以下同じ。）である者が、深夜において常態と

して当該子を保育することができるものとして職員勤務時間等規程で定める者に該当

する場合における当該職員を除く。）が当該子を養育するために深夜勤務の制限を請

求した場合には、業務の運営に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。 

２ 前項の規定は、要介護者のある職員について準用する。この場合において、前項中

「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職員の配偶者で当該子の親（当該

子について民法第８１７条の２第１項の規定により特別養子縁組の成立について家庭

裁判所に請求した者又は児童福祉法第２７条第１項第３号の規定により養子縁組里親

として委託されている者若しくは児童の親その他の同条第４項に規定する者の意に反

するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができな

い者であって、同条第１項第３号の規定により養育里親として当該児童を委託されて

いる者を含む。以下同じ。）である者が、深夜において常態として当該子を保育する

ことができるものとして職員勤務時間等規程で定める者に該当する場合における当該

職員を除く。）」とあるのは「要介護者のある職員」と、「当該子」とあるのは「当

該対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。 

 

 （育児又は家族介護を行う職員の時間外勤務の制限等） 

第５１条の５ 所属長は、３歳に満たない（満３歳の誕生日の前日までをいう。以下同

じ。）子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職

員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、正規の

勤務時間を超えて勤務させてはならない（災害その他避けることのできない事由に基

づく臨時の必要がある場合の勤務を除く。）。 

２ 所属長は、労基法第３６条第１項の規定により同項に規定する労働時間を延長する

ことができる場合において、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子

を養育するために時間外勤務の制限を請求した場合には、当該請求をした職員の業務

を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、１月について２

４時間、１年について１５０時間を超えて、時間外勤務（災害その他避けることので

きない事由に基づく臨時の必要がある場合の勤務を除く。）をさせてはならない。 

３ 前２項の規定は、要介護者のある職員について準用する。この場合において、第１

項中「３歳に満たない（満３歳の誕生日の前日までをいう。以下同じ。）子のある職

員が当該子を養育」とあり、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替

えるものとする。 

 

 （育児又は家族介護を行う職員の在宅勤務） 

第５１条の６ 育児又は家族介護を行う職員の在宅における勤務に関しては、この規則

に定めるもののほか、独立行政法人国立病院機構職員在宅勤務規程（平成２７年規程

第１０号）の定めるところによる。 

 



   第４章 休暇 

 

    第１節 通則 

 

 （休暇の種類） 

第５２条 職員の休暇の種類は、次のとおりとする。 

一 年次休暇 

二 特別休暇 

三 病気休暇 

 

    第２節 年次休暇 

 

 （年次休暇） 

第５３条 年次休暇（第５項から第７項までに定める年次休暇を除く。）は、１の年度

（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。以下同じ。）ごとにおける休暇とし、

その日数は、１の年度において、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じて、同表の

右欄に掲げる日数とする。 

職員の区分 日   数 

一 次号及び第３号に掲げる

職員以外の職員 

 ２０日 

二 次号に掲げる職員以外の

職員であって、年度の中途

において新たに職員となる

者 

 次に定めるその者のその年度の在職期間に応じ、

それぞれ定める日数 

 

在職期間 

 日数 

１カ月に達するまでの期間 

 ２日 

１カ月を超え２カ月に達するまでの期間 

 ３日 

２カ月を超え３カ月に達するまでの期間 

 ５日 

３カ月を超え４カ月に達するまでの期間 

 ７日 

４カ月を超え５カ月に達するまでの期間 

 ８日 

５カ月を超え６カ月に達するまでの期間 

 １０日 

６カ月を超え７カ月に達するまでの期間 

 １２日 



７カ月を超え８カ月に達するまでの期間 

 １３日 

８カ月を超え９カ月に達するまでの期間 

 １５日 

９カ月を超え１０カ月に達するまでの期間 

 １７日 

１０カ月を超え１１カ月に達するまでの期間 

 １８日 

１１カ月を超え１年未満の期間 

 ２０日 

三 前年度において、国、行

政執行法人（通則法第２条

第４項に規定する行政執行

法人をいう。以下同じ。）、

又は地方公共団体、特定地

方独立行政法人（地方独立

行政法人法（平成１５年法

律第１１８号）第２条第２

項に規定する特定地方独立

行政法人をいう。以下同

じ。）、特定地方独立行政

法人以外の地方独立行政法

人及び国家公務員退職手当

法（昭和２８年法律第１８

２号）第７条の２第１項に

規定する公庫等（以下これ

らを併せて「国等」という。）

に使用される者であった者

であって引き続きその年度

に新たに職員となった職員 

 国等としての在職期間及びその在職期間中にお

ける年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し

た日数 

 

２ 前項の規定にかかわらず、短時間勤務職員の年次休暇の日数は、その者の１週間当

たりの所定の勤務日数（第３６条第１項又は第２項の規定による１週間の勤務日の日

数（同条第２項の場合にあっては、４週間を平均した場合の１週間当たりの勤務日の

日数（１日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数））をいう。以下同じ。）

等を考慮し、次の表の左欄に掲げる短時間勤務職員の区分に応じて、同表の右欄に掲

げる日数とする。 

短時間勤務職員の区分 日   数 

一 １週間ごとの勤務日の日

数及び勤務日ごとの勤務時

 １週間当たりの所定の勤務日数が５日以上の短

時間勤務職員又は１週間当たりの所定の勤務時間



間の時間数が同一である短

時間勤務職員（以下「斉一

型短時間勤務職員」とい

う。）及び斉一型短時間勤

務職員以外の短時間勤務職

員（以下「不斉一型短時間

勤務職員」という。）（次

号及び第３号に掲げる短時

間勤務職員を除く。） 

数（第３６条第１項又は第２項の規定による１週間

の勤務時間の時間数（同条第２項の場合にあって

は、４週間を平均した場合の１週間当たりの勤務時

間の時間数）（１分未満の端数があるときは、これ

を切り捨てた時間数）をいう。以下同じ。）が３０

時間以上の短時間勤務職員については２０日、それ

ら以外の短時間勤務職員については２０日に短時

間勤務職員の１週間当たりの所定の勤務日数を５

日で除して得た数を乗じて得た日数 

二 年度の中途において新た

に短時間勤務職員として採

用された者（次号に掲げる

短時間勤務職員を除く。） 

 その者のその年度の在職期間に応じ、別表第２に

定める日数 

三 年度の中途において勤務

の形態を変更した短時間勤

務職員（引き続き短時間勤

務職員として採用された者

を含む。） 

 その者の変更日における年次休暇の残日数に、勤

務の形態の変更及び変更日に応じて新たに付与す

る日数として別表第３に定める日数を加えた日数

（新たな年次休暇の付与は、変更後の１週間当たり

の所定の勤務日数が変更前の勤務日数よりも増え

る場合に限るものとする。） 

３ 年次休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）は、２０日を限度とし

て、翌年度に繰り越すことができる。 

４ 第１項及び第２項に定める年次休暇の付与単位は、１日又は半日とする。ただし、

所属長は、労基法第３９条第４項の規定による協定を締結したときは、その協定の定

めるところにより、１の年度について５日を限度として１時間を単位とすることがで

きる。 

５ 前４項に定める年次休暇のほか、職員に、１の年度において原則として連続する３

日とする年次休暇を付与するものとする。 

６ 前項の年次休暇は、３日を限度として、翌年度に繰り越すことができる。 

７ 第５項に定める年次休暇の付与単位は、１日とする。 

８ 第３項及び第６項の規定は、前年度において国立病院機構に在職していた者であっ

て引き続きその年度に新たに再雇用職員となった職員又は第７０条の５第１項第４号

の規定により採用された職員に準用する。 

 

 （年次休暇の請求手続） 

第５４条 職員が年次休暇を請求する場合には、所属長に対して、あらかじめ休暇簿に

記入して提出しなければならない。この場合において所属長は、事業の運営に支障が

ある場合には、その時季を変更することができる。 

２ 病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、

その事由を付して事後において承認を求めることができる。 



 

    第３節 特別休暇、病気休暇 

 

 （特別休暇） 

第５５条 職員の特別休暇は、次の各号の一に掲げる事由により勤務日又は勤務時間中

に勤務しない場合とし、それぞれ当該各号に定める期間とする。 

一 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことが

やむを得ないと認められるとき 

 必要と認められる期間 

二 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議

会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められ

るとき 

 必要と認められる期間 

三 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の

提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、

父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植

のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院

等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 

 必要と認められる期間 

四 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動（専ら親

族に対する支援となる活動を除く。）を行う場合で、その勤務しないことが相当で

あると認められるとき 

 １の年度において７暦日の範囲内で、必要と認められる期間 

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の

地域若しくは理事長が別に定める地域における生活関連物資の配布その他の被災

者を支援する活動 

ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上

の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講

ずることを目的とする施設であって職員勤務時間等規程に定めるものにおける活

動 

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病に

より常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援

する活動 

五 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事

等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 

 結婚の日の５日前の日から当該結婚の日後１ヶ月を経過する日までの期間内にお

ける連続する５暦日の範囲内の期間 

 五の二 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められ

る場合 



１の年度において５日（当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場

合にあっては、１０日）の範囲内の期間 

六 職員の出産 

イ ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予定である職

員が申し出た場合 

 出産の日までの申し出た期間 

ロ 職員が出産した場合 

 出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期間（産後６週間を経過した職員

が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めて業務に就く期間を除

く。） 

七 生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる

授乳等を行う場合 

 １日２回それぞれ３０分以内の期間 

八 職員が妻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含む。以下次号において同じ。）の出産に伴い勤務しないことが相当であると認め

られる場合 

 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後２週間を経過するまでの間

における２日の範囲内の期間 

八の二 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合

にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日以後１年を経過する日までの期間

にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子（妻

の子を含む。）を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当

であると認められるとき 

 当該期間内における５日の範囲内の期間 

九 小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。以下この号において同

じ。）を養育する職員が、その子の看護（負傷し、若しくは疾病にかかったその子

の世話を行うこと又は疾病の予防を図るために必要なものとして、その子に予防接

種若しくは健康診断を受けさせることをいう。）のため勤務しないことが相当であ

ると認められる場合 

 １の年度において５日（その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が２人

以上の場合にあっては、１０日）の範囲内の期間 

九の二 要介護者の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの

提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員

が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 

 １の年度において５日（要介護者が２人以上の場合にあっては、１０日）の範囲

内の期間 

十 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要

と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 

 親族に応じ次表の日数欄に掲げる連続する日数（暦日）の範囲内の期間 



死 亡 し た 者 日数 

配偶者 

父母 

子 

祖父母 

孫 

兄弟姉妹 

おじ又はおば 

父母の配偶者又は配偶者の父母 

子の配偶者又は配偶者の子 

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 

おじ又はおばの配偶者 

７日 

７日 

５日 

３日 

１日 

３日 

１日 

３日 

１日 

１日 

１日 

１日 

（注）１ 職員と生計を一にしている父母の配偶者又は配偶者の父母、子の配偶者又

は配偶者の子、祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者又は

配偶者の兄弟姉妹の場合は、職員の父母、子、祖父母、兄弟姉妹が死亡した

場合と同じ日数とする。 

２ 祖父母、おじ又はおばが死亡した場合に、職員が代襲相続し、かつ、祭具等

の承継を受ける場合にあっては、父母が死亡した場合と同じ日数とする。 

３ 葬祭のため遠隔の地に赴く必要があるときは、実際に必要とした往復のため

の日又は時間を加算することができる。 

十一 職員が父母の追悼のための特別な行事（父母の死亡後１５年以内の期間に行わ

れるものに限る。）のため勤務しないことが相当であると認められる場合 

 １日の範囲内の期間 

十二 （削除） 

十三 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これ

らに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 

 原則として連続する７暦日の範囲内の期間 

イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行

い、又は一時的に避難しているとき。 

ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく

不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 

十四 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著

しく困難であると認められる場合 

 必要と認められる期間 

十五 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途

上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる

場合 

 必要と認められる期間 



十六 第７９条第１項第２号から第４号まで又は第８１条第４号に掲げる事由により

辞職し、又は解雇されることとなっている職員（４５歳以上６５歳未満の者であっ

て、第７９条の２各号のいずれにも該当しないものに限る。）であって、第７９条

の２に規定する求職活動支援書を交付された職員（第８１条の５第１項の規定によ

り準用する場合を含む。）が、再就職を目的とする求職活動を行うため勤務しない

ことが相当であると認められる場合 

 ３日の範囲内の期間 

 

 （病気休暇） 

第５６条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しな

いことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。 

２ 病気休暇の期間は、所属長が療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められ

る必要最小限の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇（以

下この条から第５８条までにおいて「特定病気休暇」という。）の期間は、次に掲げ

る場合における病気休暇を使用した日等（以下この条において「除外日」という。）

を除いて連続して９０日を超えることはできない。 

一 生理日の就業が著しく困難な場合 

二 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（労働者災害補償保険法（昭和

２２年法律第５０号。以下「労災保険法」という。）第７条第２項に規定する通勤

をいう。）により負傷し、若しくは疾病にかかった場合 

三 独立行政法人国立病院機構安全衛生管理規程（平成１６年規程第２８号。以下「安

全衛生管理規程」という。）第２５条第２項の規定により安全衛生管理規程別表第

５に規定する生活規制の面Ｂの指導区分の決定又は同表に規定する生活規制の面Ｂ

への指導区分の変更を受け、同条第３項の事後措置を受けた場合 

３ 前項ただし書、次項及び第５項の規定の適用については、連続する８日以上の期間

（当該期間において１回の勤務として割り振られた勤務日（以下「要勤務日」という。）

の日数が３日以下である場合にあっては、要勤務日の日数が４日以上である期間）の

特定病気休暇を使用した職員（この項の規定により特定病気休暇の期間が連続してい

るものとみなされた職員を含む。）が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休

暇の期間の末日の翌日から、１回の勤務に割り振られた勤務時間（１回の勤務に割り

振られた勤務時間の一部に第６７条に規定する育児時間の申出により勤務しない時間

等（以下この項において「育児時間等」という。）がある場合にあっては、１回の勤

務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間）のすべてを勤務した

日の日数（第５項において「実勤務日数」という。）が２０日に達する日までの間に、

再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定

病気休暇の期間は連続しているものとみなす。 

４ 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して９０日に達した場合におい

て、９０日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病（当該負傷又は疾病の症状

等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかっ



た日（以下この項において「特定負傷等の日」という。）の前日までの期間における

特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病に限る。以

下この項において「特定負傷等」という。）のため療養する必要があり、勤務しない

ことがやむを得ないと認められるときは、第２項ただし書の規定にかかわらず、当該

９０日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を

承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休

暇の期間は、除外日を除いて連続して９０日を超えることはできない。 

５ 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して９０日に達した場合におい

て、９０日に達した日の翌日から実勤務日数が２０日に達する日までの間に、その症

状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の

症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことが

やむを得ないと認められるときは、第２項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又

は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病

気休暇の期間は、除外日を除いて連続して９０日を超えることはできない。 

６ 療養期間中の休日、祝日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第

２項ただし書及び第３項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用

した日とみなす。 

７ 第２項ただし書及び第３項から前項までの規定は、試用期間中の職員には適用しな

い。 

 

 （特別休暇及び病気休暇の付与単位） 

第５７条 特別休暇及び病気休暇は、必要に応じて、１日、１時間又は１分（第５５条

第４号、第５号、第１０号及び第１３号の休暇にあっては１暦日、同条第５号の２及

び第８号から第９号の２までの休暇（以下この条において「特定休暇」という。）に

あっては１日又は１時間）を単位とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用

しようとする場合において、当該残日数に１時間未満の端数があるときは、当該残日

数のすべてを使用することができる。 

２ １日を単位とする特定休暇は、１回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務

しないときに使用するものとする。 

３ １時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる

職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって１日とする。 

一 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 

 ７時間４５分 

二 斉一型短時間勤務職員 

 勤務日ごとの勤務時間の時間数 

三 不斉一型短時間勤務職員 

 １週間当たりの所定の勤務時間数を１週間当たりの所定の勤務日数で除して得た

時間数（１分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数） 

４ 特定病気休暇の期間計算については、１日以外を単位とする特定病気休暇を使用し



た日は、１日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。 

 

 （特別休暇又は病気休暇の承認を受ける手続等） 

第５８条 職員は、特別休暇（第５５条第６号、第９号及び第９号の２を除く。）又は

病気休暇を請求する場合には、所属長に対して、あらかじめ休暇簿に記入して提出し、

承認を得なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあら

かじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めること

ができる。 

２ 第５５条第６号イ、第９号及び第９号の２に規定する特別休暇については、職員の

休暇簿記入による申し出、同条第６号ロに規定する特別休暇については、職員の届出

による所属長の休暇簿記入により、それぞれ承認は要しないものとする。 

３ 第５５条第３号、第７号、第８号の２、第９号又は第９号の２の規定による特別休

暇が承認され、又は申出した後、当該特別休暇に係る子（同条第９号の２の規定によ

る特別休暇においては、当該特別休暇に係る要介護者である子。以下この項において

同じ。）について次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたことにより当該特別休暇

に係る子でなくなった場合には、当該特別休暇はその事由が生じた日（以下この項に

おいて「事由発生日」という。）に終了する。ただし、事由発生日において当該特別

休暇の期間が引き続きその翌日にわたる場合、事由発生日から連続する正規の勤務時

間の終業の時刻までの間で承認され、又は申出した当該特別休暇の期間に限り取得す

ることができる。 

一 民法第８１７条の２第１項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合

（特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。） 

二 養子縁組が成立しないまま児童福祉法第２７条第１項第３号の規定による措置が

解除された場合 

４ 第１項及び第２項の場合において、所属長が必要と認めて証明書等の提出を求めた

ときは、これを提出しなければならない。 

５ 第３項各号に掲げる事由が生じた場合において、職員は遅滞なく、その旨を所属長

に届け出なければならない。 

６ 職員は次に掲げる特定病気休暇を請求する場合は、第１項及び第４項の規定による

ほか、医師の証明書又は診断書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類

を所属長に提出しなければならない。 

一 連続する８日以上の期間（要勤務日の日数が３日以下である場合にあっては、要

勤務日の日数が４日以上である期間）の特定病気休暇 

二 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前１月間における特定病気休暇を使用した

日（要勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。）の日数が通算して５日以上で

ある場合における当該請求に係る特定病気休暇 

 

（ 省  略 ） 

 



   附 則 

 

 （施行期日） 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１７年規程第１号） 

 

 （施行期日） 

第１条 この規程は、平成１７年３月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１８年規程第２号） 

 

 （施行期日） 

 この規則は、平成１８年３月３１日から施行する。 

 

   附 則（平成１８年規程第１３号） 

 

 （施行期日） 

第１条 この規程は、平成１８年７月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１９年規程第１３号） 

 

 （施行期日） 

 この規程は、平成１９年８月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２０年規程第１６号） 

 

 （施行期日） 

 この規程は、平成２０年１０月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２１年規程第５号） 

 

 （施行期日） 

第１条 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

 （休息時間に関する経過措置） 

第２条 病院に勤務する職員については、当分の間、あらかじめ割り振られた勤務時間

中には、できる限り、従前の取扱いを考慮して理事長が別に定める時間の休息をする

時間（以下「休息時間」という。）を設けるものとし、この場合において、休息時間



は勤務時間の始め又は終わりに置いてはならないものとする。 

２ 休息時間の位置は、所属長があらかじめ指定するものとする。 

３ 休息時間は、勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合において

も、繰り越されないものとする。 

４ 第４３条第１項に規定する勤務表については、従前の例によるものとする。 

 

   附 則（平成２２年規程第５号） 

 

 （施行期日） 

 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２２年規程第２０号） 

 

 （施行期日） 

第１条 この規程は、平成２２年６月３０日から施行する。 

 

   附 則（平成２２年規程第３１号） 

 

 （施行期日） 

 この規程は、平成２３年１月１日から施行し、改正後の第５６条の規定は、同日以後

に使用した病気休暇について適用する。 

 

   附 則（平成２３年規程第１４号） 

 

 （施行期日） 

第１条 この規程は、平成２３年６月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２５年規程第１６号） 

 

 （施行期日） 

第１条 この規程は、平成２６年３月３１日から施行する。 

 

 （再雇用に関する特例措置） 

第２条 第７７条第１項の規定により退職した者又は同条第４項若しくは第６項の規定

により勤務した後退職した者であって、当該退職した日（以下この項において「退職

日」という。）の翌日に再雇用されることを希望するもの（以下「継続再雇用希望退

職者」という。）の第７７条の２第１項の規定の適用については、任命権者は、当該

継続再雇用希望退職者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、退職日の翌日に、

当該継続再雇用希望退職者を、１年を超えない範囲内で任期を定め、再雇用するもの



とする。ただし、当該任命権者は、当該継続再雇用希望退職者の個別の事情及び事業

場の業務運営の状況を踏まえて必要がある場合には、第７７条の３第１項の規定に基

づき、同項に規定する短時間勤務の職務に当該継続再雇用希望退職者を再雇用するこ

とができる。 

一 第８１条各号のいずれかの規定によるその他の解雇の事由に該当する場合 

二 最下位の職制上の段階の標準職務に係る業務遂行能力及び当該職務についての適

性を有しない場合 

２ 前項の規定により再雇用された者又はこの項の規定により任期が更新された者であ

って、前項の任期又はこの項の規定により更新された任期が満了する日（以下この項

において「任期満了日」という。）に当該任期が更新されることを希望するもの（以

下「継続再雇用更新希望者」という。）の第７７条の２第２項の規定の適用について

は、任命権者は、当該継続再雇用更新希望者が前項各号のいずれかに該当する場合を

除き、任期満了日に、当該任期を、任期満了日の翌日から１年を超えない範囲内で更

新するものとする。ただし、当該任命権者は、当該継続再雇用更新希望者の個別の事

情及び事業場の業務運営の状況を踏まえて必要がある場合には、第７７条の３第１項

の規定に基づき、同項に規定する短時間勤務の職務に当該継続再雇用更新希望者を再

雇用することができる。 

３ 継続再雇用希望退職者又は継続再雇用更新希望者が次の表の左欄に掲げる者である

場合における第７７条の２第３項（第７７条の３第２項において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、第７７条の２第３項中「６５年」とあるのは、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

昭和２８年４月２日から昭和３０年４月１日までの間に生まれた者 ６１年 

昭和３０年４月２日から昭和３２年４月１日までの間に生まれた者 ６２年 

昭和３２年４月２日から昭和３４年４月１日までの間に生まれた者 ６３年 

昭和３４年４月２日から昭和３６年４月１日までの間に生まれた者 ６４年 

 

 （その他必要な事項） 

第３条 前条に定めるもののほか、この規程による改正後の独立行政法人国立病院機構

職員就業規則の実施に必要な事項については、理事長が別に定める。 

 

   附 則（平成２６年規程第２号） 

 

 （施行期日） 

第１条 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２６年規程第２８号） 

 

 （施行期日） 

第１条 この規程は、平成２６年８月１日から施行する。 



 

   附 則（平成２７年規程第１号） 

 

 （施行期日） 

第１条 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 （任期を定めた職員に関する経過措置） 

第２条 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関す

る法律（平成２６年法律第６７号）附則第２３条の規定により引き続き独立行政法人

国立病院機構の職員となった者（以下「法定承継職員」という。）であって、この規

程の施行前に国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号。以下「国公法」という。）

第６０条第１項に規定する臨時的任用、国家公務員の育児休業等に関する法律（平成

３年法律第１０９号。以下「国家公務員育児休業法」という。）第７条第１項に規定

する任期付採用若しくは臨時的任用、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時

間の特例に関する法律（平成９年法律第６５号。以下「任期付研究員法」という。）

第３条第１項に規定する任期付採用又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律

（平成２５年法律第７８号。以下「配偶者同行休業法」という。）第７条第１項に規

定する任期付採用若しくは臨時的任用として現在の地位に採用された職員は、それぞ

れ国公法、国家公務員育児休業法、任期付研究員法又は配偶者同行休業法の規定によ

る臨時的任用若しくは任期付採用とみなす。この場合において、当該法定承継職員の

任期については、なお従前の例による。 

 

 （施行日前にした許可又は承認に関する経過措置） 

第３条 この規程の施行日前にした次の表の左欄に掲げる規定による許可又は承認は、

それぞれ同表の右欄に掲げるこの規程による改正後の独立行政法人国立病院機構職員

就業規則（以下「新規則」という。）による許可、承認又は申出（以下この項におい

て「許可等」という。）とみなし、当該許可等の期間はこの規程の施行前に許可又は

承認された期間の末日までとする。 

特定独立行政法人の労働関係に関する

法律（昭和２３年法律２５７号）第７条

第１項ただし書の規定による専従の許

可 

新規則第３２条第１項ただし書の規定に

よる専従の許可 

国家公務員の育児休業等に関する法律

第３条第１項の規定による育児休業の

承認 

新規則第６６条第１項の規定による育児

休業の申出 

国家公務員の育児休業等に関する法律

第１２条第１項の規定による育児短時

間勤務の承認 

新規則第６６条の２第１項の規定による

育児短時間休業の承認 

国家公務員の自己啓発等休業に関する 新規則第６８条の２の２第１項の規定に



法律（平成１９年法律第４５号）第３条

第１項の規定による自己啓発等休業の

承認 

よる自己啓発等休業の承認 

国家公務員の配偶者同行休業に関する

法律第３条第１項の規定による配偶者

同行休業の承認 

新規則第６８条の３第１項の規定による

配偶者同行休業の承認 

 

 （条件附採用期間に関する経過措置） 

第４条 この規程の施行日の前日に国公法第５９条並びに人事院規則８－１２（職員の

任免）第３２条、第３３条及び第３４条の規定による条件附採用期間にある場合にお

いて、この規程の施行日の前日までに勤務した期間及び日数は、新規則第７４条に規

定する試用期間の期間及び日数に通算する。 

 

 （休職の期間に関する経過措置） 

第５条 この規程の施行日前に国公法第７９条各号又は人事院規則１１－４（職員の身

分保障）第３条第１項各号の規定により休職にされている者の同規則第５条及び第６

条に規定する休職の期間及び復職は、なお従前の例による。 

２ この規程の施行日前の日を開始日とする休職については、新規則第８４条第７項の

規定は適用しない。 

 

 （高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく高年齢者雇用確保措置） 

第６条 任命権者は、独立行政法人国立病院機構職員就業規則の一部を改正する規程（平

成２５年規程第１６号）附則第２条第１項の規定により再雇用された者又は同条第２

項の規定により任期が更新された者であって、同条第３項の規定により読み替えられ

た新規則第７７条の２第３項（同規則第７７条の３第２項において準用する場合を含

む。）の任期が満了する者が希望する場合には、同規則第７７条の２及び第７７条の

３の規定により再雇用される場合並びに第８１条各号のいずれかの規定による解雇の

事由に該当する場合を除き、任期が満了する日の翌日からその者が年齢６５年に達す

る日以後における最初の３月３１日まで、独立行政法人国立病院機構非常勤職員就業

規則（平成１６年規程第１５号。以下「非常勤職員就業規則」という。）第２条第１

項に規定する非常勤職員として採用するものとする。この場合において、非常勤職員

就業規則第４９条第１項、同規則第５２条の２及び同規則第７６条の規定は適用しな

い。 

２ 国立病院機構が有期特措法第６条に規定する第二種計画の認定を受けているとき

は、同法第８条第２項の規定により、前項の規定により採用されている期間は、非常

勤職員就業規則第７５条第１項の規定により通算した期間に算入しない。 

 

 （独立行政法人国立病院機構職員の定年の特例に関する規程の廃止） 

第７条 独立行政法人国立病院機構職員の定年の特例に関する規程（平成１６年規程第



７号）は、廃止する。 

 

   附 則（平成２７年規程第４８号） 

 

 （施行期日） 

第１条 この規程は、平成２７年７月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２８年規程第３４号） 

 

 （施行期日） 

 この規程は、平成２８年７月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２８年規程第５１号） 

 

 （施行期日） 

 この規程は、平成２９年１月１日から施行する。 

 

   附 則（平成２９年規程第４号） 

 

 （施行期日） 

 この規程は、平成２９年３月３１日から施行する。ただし、この規程による改正後の

独立行政法人国立病院機構職員就業規則第５１条の２及び第５１条の４の規定は、平成

２９年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成３０年規程第４３号） 

 

 （施行期日） 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成３１年規程第２１号） 

 

 （施行期日） 

第１条 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 （年次休暇の繰越に関する特例措置） 

第２条 次の表の左欄に掲げる場合における第５３条第３項中の規定の適用について

は、「年次休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）は、２０日」とあ

るのは、それぞれ同表の右欄の字句に読み替えるものとする。 



平成３１年４月１日における 

年次休暇の繰越 

年次休暇（平成２９年４月１日以前に新たに付与さ

れたものを除く。）は、４０日 

平成３２年４月１日における 

年次休暇の繰越 

年次休暇（平成３０年４月１日以前に新たに付与さ

れたものを除く。）は、４０日 

 

   附 則（平成３１年規程第２２号） 

 

 （施行期日） 

第１条 この規程は、平成３１年４月２７日から施行する。 

 

 （平成３１年の祝日代休に関する特例措置） 

第２条 平成３１年４月２７日から平成３１年５月６日の間に限り、第４６条第２項中

の「８週間後の日まで」とあるのは「１６週間後の日まで」と読み替えるものとする。 

２ 前項の規定による読み替えのために必要な準備行為は、この規程の施行前において

も行うことができる。 

 

附 則（令和２年規程第１１号） 

 

（施行期日） 

第１条 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 （勤務時間の適正な把握のために所属長が講ずべき措置） 

第２条 所属長は、令和５年３月３１日までに、就業規則第１０条及び第４８条の

３の規定による勤務時間の適正な把握のための必要な措置を講ずるものとする。 

２ この規程による改正前の就業規則第１０条及び第４７条から第４８条までの規

定については、前項の規定による勤務時間の適正な把握のための必要な措置が講

じられるまでの間、この規程による改正後の就業規則第１０条及び第４７条から

第４８条の３までの規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

（再雇用に関する特例措置の規定により再雇用されている職員に関する労働契約

法の特例） 

第３条 国立病院機構が有期特措法第６条に規定する第二種計画の認定を受けてい

るときは、同法第８条第２項の規定により、労働契約法第１８条第１項の規定の

適用については、独立行政法人国立病院機構職員就業規則の一部を改正する規程

（平成２５年規程第１６号）附則第２条の規定により再雇用されている期間は、

労働契約法第１８条第１項に規定する通算契約期間に算入しない。 



 

附 則（令和３年規程第３号） 

 

（施行期日） 

 この規程は、令和３年２月１日から施行する。 

 

附 則（令和３年規程第１９号） 

 

（施行期日） 

第１条 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 （高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく高年齢者就業確保措置） 

第２条 任命権者は、次の各号に掲げる者が年齢６５年に達する日以後における最

初の３月３１日以後も引き続き雇用されることを希望する場合には、第８１条各

号のいずれかの規定による解雇の事由に該当する場合を除き、退職する日又は任

期が満了する日の翌日からその者が年齢７０年に達する日以後における最初の３

月３１日まで、非常勤職員として採用することができるものとする。 

一 第７７条第１項の規定により退職する者（同条第２項第１号に規定する者に

限る。） 

二 第７７条第４項及び第６項の規定により勤務した後退職する者（同条第２項

第１号及び第２号に規定する者に限る。） 

三 独立行政法人国立病院機構職員就業規則の一部を改正する規程（平成２５年

規程第１６号。以下「平成２５年改正規程」という。）附則第２条第１項の規定

により再雇用された者であって、年齢６５年に達する日以後における最初の３

月３１日に任期が満了する者 

四 第７７条の２及び第７７条の３の規定により再雇用された者であって、年齢

６５年に達する日以後における最初の３月３１日に任期が満了する者（平成２

５年改正規程附則第２条第１項の規定により再雇用された者に限る。） 

五 独立行政法人国立病院機構職員就業規則の一部を改正する規程（平成２７年

規程第１号）附則第６条第１項の規定により雇用された者であって、年齢６５

年に達する日以後における最初の３月３１日に任期が満了する者 

２ 国立病院機構が有期特措法第６条に規定する第二種計画の認定を受けていると

きは、同法第８条第２項の規定により、前項の規定により採用されている期間は、

非常勤職員就業規則第７５条第１項の規定により通算した期間に算入しない。 

 

附 則（令和４年規程第１号） 

 

（施行期日） 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 



 

附 則（令和４年規程第４６号） 

 

（施行期日） 

 この規程は、令和４年１０月１日から施行する。 

 

  



別表第１ 

勤 務 の 形 態 勤 務 の 種 類 始業時刻及び終業時刻  

交 替 勤 務 早出勤務Ａ 

早出勤務Ｆ 

日 勤 Ａ 

日 勤 Ｂ 

日 勤 Ｃ 

日 勤 Ｄ 

日 勤 Ｅ 

日 勤 Ｆ 

遅出勤務Ａ 

遅出勤務Ｆ 

準夜勤 Ａ 

深夜勤 Ａ 

夜 勤 Ｃ 

夜 勤 Ｄ 

夜 勤 Ｅ 

午前６時～午後２時45分 

午前６時～午前１０時 

午前８時30分～午後５時15分 

午前８時30分～午後７時30分 

午前８時30分～午後９時30分 

午前８時30分～午後12時 

午前８時30分～翌日午前２時 

午前８時30分～午後０時30分 

午後０時30分～午後９時15分 

午後０時30分～午後４時30分 

午後４時30分～翌日午前１時15分 

午前０時30分～午前９時15分 

午後８時～翌日午前９時 

午後５時30分～翌日午前９時 

午後４時～翌日午前９時30分 

 

１．業務上前記の始業時刻及び終業時刻

により難いときは、次によりこれを繰

り上げ、又は繰り下げることがある。 

(1) 始業時刻及び終業時刻をともに繰り

上げ、又は繰り下げるときは、２時間

以内とする。 

(2) 始業時刻を繰り上げるとともに終業

時刻を繰り下げる場合、又は始業時刻

を繰り下げるとともに終業時刻を繰り

上げる場合は、それぞれを合わせて２

時間以内とする。 

(3) 前項の規定により始業時刻、終業時

刻を定める場合においては、始業時刻

及び終業時刻の間には、勤務時間が、

６時間以下の場合は３０分を限度とし

て休憩時間を設けることができるもの

とし、６時間超８時間以下は休憩時間

１時間、８時間超１２時間以下は休憩

時間１時間１５分、１２時間超は休憩



時間１時間４５分を設けるものとす

る。 

２．短時間勤務職員にあっては、上記に

より難いときは、所属長が別に定める

ことができるものとする。 

 



別表第２(第５３条第２項第２号関係）

○年度の中途において新たに短時間勤務職員として採用された者(第３号に掲げる者を除く。)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3/1～
3/31

2/1～
2/28(29)

1/1～
1/31

12/1～
12/31

11/1～
11/30

10/1～
10/31

9/1～
9/30

8/1～
8/31

7/1～
7/31

6/1～
6/30

5/1～
5/31

4/2～
4/30

5日 2日 3日 5日 7日 8日 10日 12日 13日 15日 17日 18日 20日

4日 1日 3日 4日 5日 7日 8日 9日 11日 12日 13日 15日 16日

3日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日

2日 1日 1日 2日 3日 3日 4日 5日 5日 6日 7日 7日 8日

1日 0日 1日 1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 4日 4日

※　１週間当たりの所定の勤務時間数が３０時間以上の者は、「５日」欄を適用する。

別表第３（第５３条第２項第３号関係）

○勤務の形態を変更した場合の年休の付与日数の調整について

【勤務日数を週５日または、週３０時間以上に変更した場合に新たに付与する日数】
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

３／１～
３／３１

２／１～
２／２８
（２９）

１／１～
１／３１

１２／１～
１２／３１

１１／１～
１１／３０

１０／１～
１０／３１

９／１～
９／３０

８／１～
８／３１

７／１～
７／３１

６／１～
６／３０

５／１～
５／３１

４／２～
４／３０

4日 1日 1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 4日 4日 4日

3日 1日 2日 2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 8日 8日

2日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日

1日 2日 3日 4日 6日 7日 8日 10日 11日 12日 14日 15日 16日

【勤務日数を週４日（１週間当たりの勤務時間が３０時間未満の場合に限る。）に変更した場合に新たに付与する日数】
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

３／１～
３／３１

２／１～
２／２８
（２９）

１／１～
１／３１

１２／１～
１２／３１

１１／１～
１１／３０

１０／１～
１０／３１

９／１～
９／３０

８／１～
８／３１

７／１～
７／３１

６／１～
６／３０

５／１～
５／３１

４／２～
４／３０

3日 1日 1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 4日 4日 4日

2日 1日 2日 2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 8日 8日

1日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日

【勤務日数を週３日（１週間当たりの勤務時間が３０時間未満の場合に限る。）に変更した場合に新たに付与する日数】
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

３／１～
３／３１

２／１～
２／２８
（２９）

１／１～
１／３１

１２／１～
１２／３１

１１／１～
１１／３０

１０／１～
１０／３１

９／１～
９／３０

８／１～
８／３１

７／１～
７／３１

６／１～
６／３０

５／１～
５／３１

４／２～
４／３０

2日 1日 1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 4日 4日 4日

1日 1日 2日 2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 8日 8日

【勤務日数を週２日（１週間当たりの勤務時間が３０時間未満の場合に限る。）に変更した場合に新たに付与する日数】
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

３／１～
３／３１

２／１～
２／２８
（２９）

１／１～
１／３１

１２／１～
１２／３１

１１／１～
１１／３０

１０／１～
１０／３１

９／１～
９／３０

８／１～
８／３１

７／１～
７／３１

６／１～
６／３０

５／１～
５／３１

４／２～
４／３０

変
更
前
の
1

週
間
の
勤
務

日
数

1日 1日 1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 4日 4日 4日

勤務の形態を変
更した日

変

更

前

の

1

週

間

の

勤

務

日

数

勤務の形態を変
更した日

変

更

前

の

1

週

間

の

勤

務

日

数

勤務の形態を変
更した日

変

更

前

の

1

週

間

の

勤

務

日

数

11カ月を
超え１年
未満の期
間

採用日

1
週
間
の
勤
務
日
の
日
数

勤務の形態を変
更した日

５カ月を超
え６カ月に
達するま
での期間

６カ月を超
え７カ月に
達するま
での期間

７カ月を超
え８カ月に
達するま
での期間

８カ月を超
え９カ月に
達するま
での期間

９カ月を超
え10カ月
に達する
までの期
間

10カ月を
超え11カ
月に達す
るまでの
期間

在職期間

１カ月に
達するま
での期間

１カ月を超
え２カ月に
達するま
での期間

２カ月を超
え３カ月に
達するま
での期間

３カ月を超
え４カ月に
達するま
での期間

４カ月を超
え５カ月に
達するま
での期間


